
「あいち はぐみんプラン 2015-2019」の概要 

１ 計画の位置付け 

（１）愛知県少子化対策推進条例第６条に基づく基本計画 

（２）次世代育成支援対策推進法第９条に基づく地域行動計画 

２ 計画期間  

  平成 27 年度から平成 31 年度まで（５年間） 

３ 基本目標 

県民が家庭を築き、安心して子どもを生み育てることができる社会の実現 

４ 基本的考え方 

（１）県民が結婚や出産に関する希望をかなえ、安心して子どもを生み育てることができるよう

前計画から引き続きライフステージに応じた切れ目ない支援施策を推進する。 

（２）子ども・子育てに関する総合計画として、様々な分野の支援を一体的に行うことにより子

ども・子育てに関する課題の解決を目指す。 

５ 重点的な取組 

引き続き、子育て支援の充実に努めるとともに、ワーク・ライフ・バランスの推進や企業等 

と連携した出会いの場の提供（結婚支援）などに重点的に取り組む。 

６ 数値目標 

基本施策ごとに数値目標を設定し、「５年後のあいちの姿」として位置付ける。 

７ 策定等経過 

平成 26 年 12 月 26 日 パブリックコメント（～平成 27 年１月 25 日） 

平成 27 年３月 24 日 計画の策定・公表 

平成 28 年３月 25 日 子ども・子育て会議開催 

平成 28 年８月４日 子ども・子育て会議開催 

８ 計画の体系 

基本目標 県民が家庭を築き、安心して子どもを生み育てることができる社会の実現
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1 キャリア教育の推進

2 就労支援

4 結婚支援

5 男性の働き方の見直しとワーク・ライフ・バランスの推進

6 男女共同参画の推進

3 思春期保健対策の充実

7 安心・安全な妊娠・出産の確保と不妊治療への支援

8 多様な保育サービス、児童の放課後対策の拡充

9 子育て家庭を支える支援の充実

10 経済的支援の充実

11 子どもの貧困・ひとり親家庭への支援

12 子どもの健康の確保

13 学校教育の充実

14 青少年の育成

15 児童虐待防止対策の推進

16 社会的養護体制の充実

17 障害のある子どもへの支援

18 外国人の子どもへの支援

19 子育てしやすい居住環境の整備

20 安心できるまちづくりの推進

21 ボランティア・ＮＰＯ等との協働推進

22 県民・企業が一体となって応援する機運の醸成
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資料１ 

＜一体的に策定する計画＞ 

〇 子ども・子育て支援事業支援計画 

〇 子どもの貧困対策推進計画 

〇 児童虐待防止基本計画 


